
【１】　事業所概要

　通常の事業実施地域は茂木町ですが、事業実施地域外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利
用
　される場合はサービスの提供に際し要した交通費の実費をいただきます。
　障がい児・障がい者の計画相談を担っています。対象とする障がいは主に知的障がい・身体障がいです。

【３】　アピール（事業所の様子など） 【４】　マップ&アクセス

写真、文字 図、文字等

職員数
計画相談　兼任

2　名
その他　兼任

2　名

備　　考

【２】　体制等

行動障害支援加算 要医療児者加算 精神支援体制加算 高次脳支援体制加算 ピアサポート体制加算

無 無 無 無 無

開所日 サービス提供時間 サービス提供地域

月～金
（年末年始、祝日は除く）

8:30～17:15 茂木町

ホームページ
Facebook等

法人併設事業
○生活介護・就労継続支援B型

0285-63-5070

担当者

パンフレット

〇
法人名 （社福）茂木町社会福祉協議会

事業所の写真等（外観）を
貼り付けてください

事業所名 茂木町障がい者生活支援センター

所在地

E-Mail tochigi@motegishakyo.or.jp

〇 　

茂木町茂木1043-1

電話 0285-63-5155 FAX

令和　　年　　月　　日時点

相談支援事業所

委託相談 指定特定 指定一般 障害児相談支援


